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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地が同一である複数のユーザについての経路を探索する経路探索装置であって、
　ノードとリンクから構成される地図データを参照する参照部と、
　前記複数のユーザの、前記地図データにおける出発地および目的地を入力する入力部と
、
　前記地図データおよび前記出発地および前記目的地に基づいて前記複数のユーザの経路
を個別に探索するとともに、前記複数のユーザのうち徒歩を移動手段とする歩行ユーザお
よび車両を移動手段とする走行ユーザが共に通過する共通ノードを算出して、前記歩行ユ
ーザが前記車両に同乗して移動する前記共通ノードから前記目的地までの同乗経路を探索
する経路探索部と
を備える経路探索装置。
【請求項２】
　目的地が同一である複数のユーザについての経路を探索するコンピュータが実行する経
路探索方法であって、
　ノードとリンクから構成される地図データを参照し、
　前記複数のユーザの、前記地図データにおける出発地および目的地を入力し、
　前記地図データおよび前記出発地および前記目的地に基づいて前記複数のユーザの経路
を個別に探索するとともに、前記複数のユーザのうち徒歩を移動手段とする歩行ユーザお
よび車両を移動手段とする走行ユーザが共に通過する共通ノードを算出して、前記歩行ユ
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ーザが前記車両に同乗して移動する前記共通ノードから前記目的地までの同乗経路を探索
する経路探索方法。
【請求項３】
　目的地が同一である複数のユーザについての経路の探索を、コンピュータに実行させる
ためのコンピュータプログラムであって、
　地図データ記憶部に記憶され、ノードとリンクから構成される地図データを参照する機
能と、
　前記複数のユーザの、前記地図データにおける出発地および目的地を入力する機能と、
　前記地図データおよび前記出発地および前記目的地に基づいて前記複数のユーザの経路
を個別に探索するとともに、前記複数のユーザのうち徒歩を移動手段とする歩行ユーザお
よび車両を移動手段とする走行ユーザが共に通過する共通ノードを算出して、前記歩行ユ
ーザが前記車両に同乗して移動する前記共通ノードから前記目的地までの同乗経路を探索
する機能とをコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項４】
　請求項３記載のコンピュータプログラムをコンピュータ読み取り可能に記録した記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的地までの経路を探索する経路探索装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータで利用可能に電子化された地図データ（以下、電子地図データと呼ぶ）を
利用して、出発地と目的地を入力し、経路を探索して案内するナビゲーションシステムが
普及しつつある。かかる経路探索において、複数の移動体を対象とし、待ち合わせなども
考慮した探索を行いたい場合もある。近年、ナビゲーションシステムでは、例えば、人と
車など複数の移動体が存在する場合に、各移動体がそれぞれ直接目的地に向かうパターン
、あるいは、待ち合わせて共に移動するパターン等、いずれかのパターンで経路探索する
こととしていた。経路探索手法としては、ダイクストラ法が挙げられる。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２８１７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の経路探索方法では、各移動体が、直接目的地に向かうパターンと
、途中で合流してから目的地に向かうパターンとの、いずれのパターンが短時間で到着可
能であるかを判断することは困難であった。また、複数の車で複数の人を迎えに行く場合
に、どの車がどの人を迎えに行き合流して移動するのが効率的であるかを判断することは
困難であった。また、待ち合わせて移動する場合には、移動体の数量の増加に伴い煩雑と
なり、ユーザに負担がかかるという問題点もあった。
【０００５】
　本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、移動体が複数存在する場合に、経
路探索を効率的に行う技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上述した課題の少なくとも一部を解決するために、本発明は、目的地が同一である複数の
ユーザについての経路を探索する経路探索装置であって、ノードとリンクから構成される
地図データを参照する参照部と、前記複数のユーザの、前記地図データにおける出発地お
よび目的地を入力する入力部と、前記地図データおよび前記出発地および前記目的地に基
づいて前記複数のユーザの経路を個別に探索するとともに、前記複数のユーザのうち徒歩
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を移動手段とする歩行ユーザおよび車両を移動手段とする走行ユーザが共に通過する共通
ノードを算出して、前記歩行ユーザが前記車両に同乗して移動する前記共通ノードから前
記目的地までの同乗経路を探索する経路探索部とを備えることを要旨とする。
 
【０００７】
　移動体とは、例えば、車、人などが挙げられる。合体移動体とは、人が車に同乗し共に
移動する移動体が挙げられる。必ずしも人が車に同乗する場合に限る必要はなく、一方の
車を他方の車が積載・牽引した移動体や、２台の車のうち、一台を駐車し、もう一台に全
員乗り移る、などとしてもよい。合体移動体の移動速度は、該合体移動体を構成する移動
体のうち最速の移動速度を用いることとすれば、合流後の移動速度が速くなるため好まし
い。
【０００８】
　このような構成をとることにより、ユーザが待ち合わせ場所、合流する移動体を指定す
ることなく合体移動体を生成し、かかる合体移動体を含み経路探索を行うため、効率的に
経路探索を行うことができ、利便性が向上する。
【０００９】
　本発明において、前記経路探索部は、ダイクストラ法を使用して前記探索を行うことと
してもよい。こうすれば、コストの設定などによって、各移動体を共通の基準で評価した
経路探索を行うことができる。
【００１０】
　本発明の経路探索装置において、前記経路探索部は、前記複数の移動体の全てが、前記
合体移動体もしくは各単独の移動体のいずれかの態様で、前記目的地へ到着した時点で、
前記探索を終了することとしてもよい。合体移動体は、複数の移動体から構成されている
ため、各移動体が個別に目的地に到着していない場合であっても、合体移動体として目的
地へ到着していればよい。こうすれば、全移動体が目的地につくまで経路探索を行う必要
がなくなり、探索効率を向上することができる。
【００１１】
　本発明の記載の経路探索装置において、
　前記合体移動体生成部は、所定の条件に基づき、前記合体移動体の生成を制御すること
としてもよい。
【００１２】
　所定の条件とは、例えば、移動体の組合せや、移動体の乗車可能人数、ノードの属性情
報などとしてもよい。このうち、移動体の組合せとしては、例えば、人が車に同乗する、
一方の車が他方の車を積載・牽引する、２台の車のうち、一台を駐車し、他方に移動する
など、移動体が相互に合体しえるか否かに関する事項である。また、ノードの属性情報と
は、例えば、待ち合わせとして適切な場所か不適切な場所かに関する事項が挙げられる。
こうすれば、柔軟に、かつ、効率的に同乗移動体を生成することができ、利便性が向上す
る。
【００１３】
　本発明の経路探索装置において、前記合体移動体生成部は、前記合体移動体が同一の合
体移動体の生成を所定数以下に制限することとしてもよい。ここで同一の合体移動体とは
、合体移動体を構成する移動体が同一であるものをいう。こうすれば、移動体の増加に伴
う経路探索効率の低下を抑制することができ、利便性の向上を図ることができる。
【００１４】
　本発明の経路探索装置において、前記合体移動体生成部は、前記合体移動体を構成する
移動体のいずれかを削除することとしてもよい。例えば、人と車とが共に通過するノード
において、これらの移動体から構成される合体移動体を生成すると共に、いずれか一方の
移動体を削除することとしてもよい。
【００１５】
　こうすれば、移動体の増加に伴う経路探索効率の低下を抑制することができ、利便性の
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向上を図ることができる。移動体の数の増加を抑制する観点からは、いずれの移動体を削
除することとしてもよいが、移動速度の遅い移動体を削除することとすれば、例えば、同
一ノード通過後、同一の経路を通過する際に、明らかに到着時刻が遅くなる移動速度の遅
い移動体の経路探索を省略することができ利便性が向上する。かかる経路探索方法は、例
えば、所要時間が最短となる経路探索を行う場合などにおいて特に有効である。
【００１６】
　本発明の経路探索装置において、
　前記同乗移動体を含めた全移動体の前記探索結果に基づき、前記複数の移動体の経路を
決定する経路決定部とを備えることとしてもよい。
【００１７】
　こうすれば、例えば、ある移動体について、単独で目的地へ向かう経路と、合体移動体
として目的地へ向かう経路のどちらが好ましいかを評価、判断することができ、利便性が
向上する。評価基準としては、例えば、走行距離や、所要時間などが挙げられる。
【００１８】
　本発明は、上述した種々の特徴を必ずしも全て備えている必要はなく、その一部を省略
したり、適宜、組み合わせたりして構成することができる。本発明は、上述の経路探索装
置のほかに、経路探索方法として構成することもできる。また、コンピュータが上述の経
路探索を行うためのコンピュータプログラム、および、そのプログラムを記録した記録媒
体、そのプログラムを含み搬送波内に具現化されたデータ信号など種々の態様で実現する
ことが可能である。なお、それぞれの態様において、先に付した種々の付加的要素を適用
することが可能である。
【００１９】
　本発明をコンピュータプログラムまたはそのプログラムを記録媒体等として構成する場
合には、経路探索装置の動作を制御するプログラム全体として構成することとしてもよい
し、本発明の機能を果たす部分のみを構成するものとしてもよい。また、記録媒体として
は、フレキシブルディスクやＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、光磁気ディスク、ＩＣカー
ド、ＲＯＭカートリッジ、パンチカード、バーコードなどの符号が印刷された印刷物、コ
ンピュータの内部記憶装置（ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリ）および外部記憶装置などコンピ
ュータが読み取り可能な種々の媒体を利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、以下の項目に分けて説明する。
　　　　　Ａ．実施例：
　　　　　　Ａ１．システム概要：
　　　　　　Ａ２．機能ブロック
　　　　　　Ａ３．経路探索処理：
　　　　　　　Ａ３－１．経路探索処理：
　　　　　　　Ａ３－２．経路探索詳細処理：
　　　　　　　Ａ３－３．経路通知処理：
　　　　　Ｂ．変形例：
【００２１】
Ａ．第１実施例：
Ａ１．システム概要：
　図１は、本発明の実施例におけるシステム概要を例示する説明図である。経路探索シス
テム１０００は、コンピュータ１００と、ナビゲーションシステム１０とから構成されて
おり、コンピュータ１００と、ナビゲーションシステム１０とは、インターネットＩＮＴ
を介して接続されている。ナビゲーションシステム１０は、出発地、目的地および車や人
などの移動体をコンピュータ１００に入力する。コンピュータ１００には、本発明の経路
探索装置が構築されており、かかる入力に基づき経路探索を行い、ナビゲーションシステ
ム１０へ経路探索結果を通知する。以降、コンピュータ１００を経路探索装置１００と呼
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ぶこととする。
【００２２】
　図１に、併せて経路探索装置１００が電子地図データ２１０を使用して経路探索を行う
模式図２００を示した。電子地図データ２１０は、道路を表すリンクと道路の端点を表す
ノードとから構成される。図中、Ｎ１～Ｎ４はノードを示しており、Ｌ１０（２０）～Ｌ
１４（８）はリンクを示している。リンクＬ１０（２０）における（２０）は、該当する
リンクの距離、所要時間、通行しやすさ、渋滞の発生頻度などの評価値を示している。図
示するように、本実施例では、車の移動速度は「４」であり、人の移動速度は「１」であ
る。評価値をかかる移動速度で除算した数値が、それぞれの移動体の移動所要時間に相当
し、これを経路探索のリンクコストとして用いる。また、本実施例では、移動体として、
車Ａと人Ｂが指定されており、車Ａは、Ｎ１を、人Ｂは、Ｎ２を出発地とし、これらの移
動体の目的地をＮ４とする。
【００２３】
　経路探索装置１００が行う経路探索方法の概略を説明する。詳細については後述する。
各移動体の出発地から目的地Ｎ４までの経路に応じた所要時間を付したラベルを、順次、
生成する。ラベル３００は、識別子３００ａと、同乗移動体識別子３００ｂと、所要時間
３００ｃとから構成される。識別子３００ａには、かかるラベルは車Ａのラベルであるこ
とを示す識別子「Ａ」が設定される。同乗移動体識別子３００ｂには、同乗移動体が発生
した場合に、かかる同乗移動体の識別子が設定される。所要時間３００ｃには、移動所要
時間が示される。車Ａは、出発地Ｎ１の状態であるため、移動所要時間は「０」と示され
る。また、ラベル３００の下部には、どのノードにおいて生成されたラベルであるかを示
すノード番号３００ｄが設定される。本実施例では、ノード番号は、ノードを表す「Ｎ１
」の「Ｎ」を省略した「１」を表示することとした。また、図示を省略したが、各ラベル
には属性情報として、どのノードから移動してきたかを表すノード番号が設定されている
。図示するように、ラベル３０７は、車Ａが、Ｌ１１を通過してＮ３に移動した際のラベ
ルを表しており、ラベル３０４は、人ＢがＬ１２を通過してＮ３に移動した際のラベルを
表している。かかる場合に、経路探索装置１００は、人Ｂが車Ａに同乗した同乗移動体を
表す新規のラベル３１０を生成する。ラベル３１０は、人Ｂが車Ａに同乗するため、識別
子は車Ａを表す「Ａ」が示され、同乗移動体識別子は、人Ｂを表す「Ｂ」が示される。所
要時間は、車Ａおよび人Ｂのいずれか長い方となるが、本実施例では同じ「４」であるた
め、移動時間は「４」と示される。
【００２４】
　経路探索装置１００は、同乗移動体も含め全移動体のラベルを順次生成することで経路
探索を行い、全移動体が、個別の移動体であるか同乗移動体であるかを問わず目的地Ｎ４
に到着した時点で経路探索を終了する。すなわち、同乗移動体が目的地Ｎ４に到着した時
点で、車Ａと、車Ａに同乗している人Ｂとは、共に目的地に到着したこととなり、個別に
移動している車Ａ、人Ｂが全て目的地に到着していなくても、実際には全移動体が目的地
に到着していることとなる。そのため、どのような態様であれ、全移動体が目的地に到着
した時点で経路探索を終了することにより、探索効率を向上することができる。
【００２５】
Ａ２．機能ブロック
　図２は、本実施例における経路探索装置１００の機能ブロックを例示する説明図である
。経路探索装置１００は、主制御部１０１と、地図ＤＢ１０２と、地図データ参照部１０
３と、通信部１０４と、経路決定部１０５と、経路探索部１０６と、経路探索部１０６の
一部として構成されている移動体管理部１０７と、探索条件格納部１０８とから構成され
る。これらの機能ブロックは、ソフトウェア的に構成されている。ハードウェア的に構成
することとしてもよい。
【００２６】
　主制御部１０１は、各機能ブロックの制御を行う機能を奏する。地図ＤＢ１０２は、電
子地図データが格納されている。地図データ参照部１０３は、経路探索部１０６からの参
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照要求に基づき、地図ＤＢ１０２内の電子地図データを参照する機能を奏する。通信部１
０４は、ナビゲーションシステム１０等の他の機器との通信を行う機能を奏し、経路探索
に必要な出発地、目的地などの情報の入力を受け付け、他の機能ブロックへ受け渡す。
【００２７】
　経路探索部１０６は、通信部１０４から受け渡された出発地などの情報に基づき、地図
データ参照部１０３を介して電子地図データを参照し、経路探索を行う。移動体管理部１
０７は、経路探索部１０６の一部として構成されており、経路探索において、複数の移動
体が共に通過するノードが存在する場合に、同乗移動体生成条件１０９に基づき、かかる
複数の移動体を一つの移動体にまとめて同乗移動体を生成する機能や、移動体を削除する
機能などを奏する。
【００２８】
　同乗移動体生成条件１０９を、図２に併せて示した。同乗移動体生成条件１０９は、使
用される条件を示すチェックボックスＣＢと、条件に固有に割り振られた条件Ｎｏと、同
乗移動体生成条件とから構成される。図示するように、チェックボックスＣＢ２がチェッ
クされており、条件Ｎｏ「２」の同乗移動体生成条件である「同一の移動体から構成され
る同乗移動体は１つのみ生成」を満たすよう経路探索を行うことを示している。複数の同
乗移動体生成条件を有効としてもよい。また、特定の移動体の組合せに対してのみ、同乗
移動体を生成するように条件設定することとしてもよいし、ノードの属性情報として「高
速道路インター」などが設定されている場合には、待ち合わせには不適切であるため、か
かるノードでは、同乗移動体を生成しない、等としてもよい。
【００２９】
　なお、ノードの属性情報の設定は、待ち合わせ不適切の場合のみならず待ち合わせ適切
であってもよい。この場合、この待ち合わせ適切の設定がある場合のみ同乗移動体を生成
する。待ち合わせ適切の場所としては、例えば、「コンビニエンスストア」、「道の駅」
などが挙げられる。
【００３０】
　経路決定部１０５は、経路探索された結果から所要時間が最短となる経路を決定し、通
信部１０４を介して、ナビゲーションシステム１０に通知する機能を奏する。
【００３１】
Ａ３．経路探索処理：
Ａ３－１．経路探索処理：
　図３に、本実施例における経路探索処理を説明するフローチャートを示した。経路探索
装置１００は、ナビゲーションシステム１０から移動体、出発地、目的地などの経路探索
に必要な情報の入力を受け付けると（ステップＳ１０）、経路探索に必要な電子地図デー
タを参照し（ステップＳ１１）、経路探索を行う（ステップＳ１２）。経路探索処理の詳
細に関しては後述する。
【００３２】
　次に、経路探索装置１００は、経路探索結果から所要時間が最小である経路を決定し、
ナビゲーションシステム１０に通知する（ステップＳ１３）。結果通知処理に関しては後
述する。
【００３３】
Ａ３－２．経路探索詳細処理：
　図４は、本実施例における経路探索処理の詳細を説明するフローチャートである。経路
探索装置１００が、図３のステップＳ１２において行う処理に相当する。併せて、図５，
６において、各ステップで行われる処理を、模式的に示した。
【００３４】
　経路探索装置１００は、候補ラベルを作成し（ステップＳ２０）、かかる候補ラベルの
うち、所要時間が最小のラベルを確定ラベルと決定する（ステップＳ２１）。所要時間が
最小のラベルが複数存在する場合には、その中から任意に決定する。図５にかかる処理の
説明図を示した。
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【００３５】
　図５は、本実施例におけるラベル生成処理を模式的に説明する説明図である。経路探索
表２５０は、処理ステップを示すＮｏと、生成された候補ラベル群と、確定された確定ラ
ベル群とから構成される。
【００３６】
　Ｎｏ「１」において、車Ａおよび人Ｂの出発地のノードにおけるラベル３００、３０１
を生成し候補ラベルとして設定する。ラベル３００および３０１は、所要時間が「０」で
同一であるため、任意にラベル３０１を確定ラベルとして設定する。ラベル３０１の上部
に付与されたポイントＰは、ラベル３０１が確定ラベルであることを表す。
【００３７】
　Ｎｏ「２」では、Ｎｏ「１」で確定ラベルに設定されたラベル３０１が、候補ラベル群
から確定ラベル群に追加されたことを表している。
【００３８】
　図４に戻り説明を続ける。次に、経路探索装置１００は、確定ラベルを参照し（ステッ
プＳ２２）、全移動体が目的地に到着したか否かを判断する（ステップＳ２３）。全ての
移動体が、目的地に到着していない場合（ステップＳ２３：ＮＯ）には、確定ラベルのう
ち、生成されたノードが同一で、移動手段の異なる他の確定ラベルが存在するか否かを判
断する（ステップＳ２４）。存在しない場合（ステップＳ２４：ＮＯ）には、ステップＳ
２０へ戻り、直前に決定された確定ラベルに基づき、候補ラベルを生成する。
【００３９】
　図５に示すように、Ｎｏ「３」では、Ｎｏ「２」で確定ラベル群に追加されたラベル３
０１に基づき、新規の候補ラベルを生成することを表している。ラベル３０１が表す移動
体である人Ｂは、Ｎ２に位置しているため、移動先の候補ノードとしてＮ１、Ｎ３、Ｎ４
が挙げられる。経路探索装置１００は、図に一点鎖線４００で示すように、人Ｂがこれら
のノードに移動した際に生成されるラベル３０３，３０４，３０５を候補ラベル群に追加
する。次に、経路探索装置１００は、ラベル３００，３０３，３０４，３０５から、所要
時間が最小であるラベル３００を確定ラベルとして設定する。
【００４０】
　Ｎｏ「４」では、Ｎｏ「３」で確定ラベルに設定されたラベル３００が、候補ラベル群
から確定ラベル群に追加されたことを表している。
【００４１】
　Ｎｏ「５」では、直前に確定ラベル群に追加されたラベル３００に基づき、Ｎｏ「３」
での処理と同様に新規の候補ラベルを生成することを表している。図に一点鎖線４０１で
示すラベル３０６，３０７が新規に候補ラベルとして追加されたラベルである。経路探索
装置１００は、ラベル３０３，３０４，３０５，３０６，３０７から、所要時間が最小で
あるラベル３０４を確定ラベルとして設定する。Ｎｏ「６」～Ｎｏ「８」では、Ｎｏ「４
」～Ｎｏ「５」における処理と同様の処理を行うため、説明を省略する。
【００４２】
　図４に戻り説明図を続行する。経路探索装置１００は、確定ラベルのうち、生成された
ノードが同一で、移動手段の異なる他の確定ラベルが存在する場合（ステップＳ２４：Ｙ
ＥＳ）には、同乗移動体生成条件１０９を参照し（ステップＳ２５）、これに基づき、同
乗移動体を表すラベルを生成するか否かを判断する（ステップＳ２６）。生成する場合（
ステップＳ２６：ＹＥＳ）には、これらの確定ラベルから同乗移動体を表すラベルを生成
して確定ラベルとして追加し（ステップＳ２７）、ステップＳ２０へ戻り処理を繰り返す
。かかる処理により、同乗移動体が、新たに、経路探索の対象に加えられたことになる。
同乗移動体を生成しない場合（ステップＳ２６：ＮＯ）には、ステップＳ２０に戻り処理
を繰り返す。
【００４３】
　図５および図６に示すように、経路探索装置１００は、確定ラベル群の中で、同一ノー
ドで生成されたラベルが存在する場合には、一方の移動体を他方の移動体に同乗させた同
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乗移動体を生成し確定ラベルとして追加する。Ｎｏ「８」に示すように、破線５００で囲
んだラベル３０４，３０７は、同一ノードＮ３で生成されているため次のステップのＮｏ
「９」では、経路探索装置１００は、移動速度の遅い人Ｂを車Ａに同乗させたとする同乗
移動体を表すラベル３１０を生成し確定ラベルとして追加する。同乗移動体の所要時間は
、同乗移動体を構成する各移動体のそれまでの所要時間の多い方とする。同乗移動体を構
成する車Ａおよび人Ｂのそれまでの所要時間は「４」で同一であるため、ラベル３１０の
所要時間は、「４」となるが、いずれかの所要時間が多い場合には、その所要時間が使用
されることとなる。
【００４４】
　Ｎｏ「１０」では、直前に確定ラベル群に追加されたラベル３１０に基づき、Ｎｏ「３
」での処理と同様に新規の候補ラベルを生成することを表している。本実施例では簡易の
ため、移動体が一度通過したリンクを逆戻りすることはできないこととし、同乗移動体は
、車Ａが通過したＬ１１および人Ｂが通過したＬ１２を通過しないこととする。すなわち
、図に一点鎖線４０３で示すラベル３１１が新規に候補ラベルとして追加される。以降、
Ｎｏ「１３」まで、Ｎｏ「４」～Ｎｏ「９」と同様の処理を繰り返し行う。
【００４５】
　図４に戻り説明を続ける。次に、経路探索装置１００は、確定ラベルを参照し、全ての
移動体が目的地に到着している場合（ステップＳ２３：ＹＥＳ）には、経路探索処理を終
了する。
【００４６】
　図６に示すように、Ｎｏ「１３」では、確定ラベルとして設定されたラベルのうち、目
的地のＮ４に到着したラベル３１４が存在する。かかるラベル３１４は、車Ａに人Ｂが同
乗した同乗移動体であり、この時点で全ての移動体が目的地Ｎ４に到着したことになる。
経路探索装置１００は、全ての移動体が、どのような態様であれ目的地に到着した時点で
探索を終了するため、Ｎｏ「１３」で経路探索処理を終了する。
【００４７】
　Ｎｏ「１３」に表示された確定ラベル群において、各確定ラベルの属性情報に設定され
た移動前のノード番号を参照し、経路探索結果を得る。すなわち、車Ａは、Ｎ１－Ｎ３－
Ｎ４という経路を通過し、Ｎ３で人Ｂを同乗させる。人Ｂは、Ｎ２－Ｎ３－Ｎ４という経
路を通過し、Ｎ３で車Ａに同乗する。
【００４８】
Ａ３－３．経路通知処理：
　図７は、本実施例における経路探索結果通知処理を説明するフローチャートである。経
路探索装置１００の処理は、図３のステップＳ１３に相当する処理である。
【００４９】
　経路探索装置１００は、経路探索結果を参照し（ステップＳ３０）、結果をナビゲーシ
ョンシステム１０に送信する（ステップＳ３１）。本実施例では、各移動体につき、経路
が１ずつ探索されたため、探索された経路を評価することなくナビゲーションシステム１
０に通知することとしたが、経路が複数探索された場合には、各経路の所要時間を評価し
、例えば、最短所要時間の経路を通知する、等としてもよい。
【００５０】
　ナビゲーションシステム１０は、探索結果を受信する（ステップＳ４０）と、ナビゲー
ションシステム１０のディスプレイにかかる探索結果を表示する（ステップＳ４１）。図
示するように、各移動体の経路と、合流ポイントを表示し、併せて到着時刻、所要時間を
表示する。
【００５１】
　以上説明した第１実施例の経路探索装置１００によれば、ユーザが待ち合わせ場所、合
流する移動体を指定しなくとも、経路探索処理において同乗移動体を生成し、かかる同乗
移動体もあわせて各移動体の経路探索を行うため、効率的に経路探索を行うことができ、
利便性が向上する。
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【００５２】
　上述した実施例では、車１台と、人一人という２つの移動体について経路探索を行うこ
ととしたが、複数の車、複数の人を指定して経路探索を行うことも可能である。かかる場
合には、適宜、同乗移動体生成条件１０９により同乗移動体の生成を抑制することとすれ
ば、移動体の増加に伴う処理効率の低下を抑制することができる。
【００５３】
Ｂ．変形例：
　上述した実施例では、同乗移動体生成条件１０９は、同乗移動体を生成する際の条件を
設定することとしたが、本変形例では、同乗移動体の生成とあわせて、経路探索処理にお
いて考慮すべき探索条件を設定することとした。
【００５４】
Ｂ１―１．探索条件：
　図８に、本変形例における探索条件を例示する説明図を示した。探索条件１１０は、同
乗移動体生成条件１０９と同様に、探索条件格納部１０８内に格納されていることものと
する。経路探索部１０６は、探索条件１１０を参照し、かかる条件に基づき経路探索を行
う。
【００５５】
　例えば、条件Ｎｏ「１」に示すように、工事による一方通行、指定方向外通行禁止など
の交通規制を設定することとしてもよい。こうすれば、車両が人を迎えに行く場合に、人
の直近に交通規制等がある場合でも、それらを考慮した経路探索を行い、より平易に迎え
に行くことが可能となる。例えば、交通規制として一方通行があり、車両が遠回りをしな
ければならない場合、人が一方通行でない道路まで移動すればよい。
【００５６】
　また、条件Ｎｏ「２」に示すように、人の移動速度を、実際に設定されている移動速度
より遅い速度で経路探索を行うよう設定することとしても良い。こうすれば、人の移動距
離を制限することができ、悪天候時や荷物を持ったときなど、人の移動負荷を軽減するこ
とができる。
【００５７】
　また、条件Ｎｏ「３」に示すように、人のラベルについては、出発地からの移動時間を
制限する、例えば１０分間以上経過して後は候補ラベルを生成しないこととしてもよい。
こうすれば、かかる所定の時間分、人の負荷を軽減することができ、利便性が向上する。
【００５８】
　また、条件Ｎｏ「４」に示すように、人の移動速度を「０」に設定することとしても良
い。こうすれば、人は出発地から移動することがないため、人が歩かなくてすみ、負荷を
軽減することができる。また、処理上もラベルの生成を省略することができ、探索効率の
向上を図ることができる。
【００５９】
　上述した実施例では、移動体として車・１台、人・一人が指定されていた。本変形例で
は、移動体が車・２台、人・２人という場合に、同乗移動体生成条件１０９に設定されて
いる条件Ｎｏ「３」（各車には、一人しか同乗できない）、および、探索条件１１０に設
定されている条件Ｎｏ「４」（人の移動速度を「０」とする）を満たす経路探索を行うこ
ととした。経路探索装置１００の構成等は、実施例と同様である。
【００６０】
Ｂ１－２．経路探索パターン：
　図９は、本変形例における電子地図データを示す説明図である。電子地図データ６００
は、ノードＮ１～Ｎ５およびリンクＬ２０（４４）～Ｌ２８（４８）から構成される。車
の移動速度は４であり、人の移動速度は１である。図示するように、車ＡはＮ１を出発地
とし、車Ｂは、Ｎ２を出発地とし、人ＣはＮ３を出発地とし、人Ｄは、Ｎ４を出発地とす
る。
【００６１】
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　経路探索装置１００は、同乗移動体生成条件１０９の条件Ｎｏ「３」の「各車には一人
しか乗車できない」という条件と、探索条件１１０の条件Ｎｏ「４」の「人の移動速度を
０とする」という条件を満たすよう経路探索を行う。この条件で検索を行うと、人Ｃ，Ｄ
は、スタート地点から移動することはない。また、車Ａは、ノードＮ３，Ｎ４を通過する
経路を取ったとしても、人Ｃ，Ｄを共に乗せた同乗移動体は生成されない。従って、例え
ば、車Ａに人Ｃ，Ｄが共に同乗するパターンや、車Ｂに人Ｃ，Ｄが共に同乗するパターン
、人Ｃ，Ｄが独立して目的地に到着するパターン等の経路探索は行われない。
【００６２】
　経路探索装置１００は、図４のステップＳ２０に示す「候補ラベル生成」の前に探索条
件１１０を参照し、候補ラベルを生成するか否かの判断を行い、経路探索を行う。
【００６３】
　図１０は、本実施例における経路探索結果を例示する説明図である。図示するようにパ
ターン１は、「車Ａは人Ｃを迎えに行き、車Ｂは人Ｄを迎えに行く」というパターンであ
る。車Ａの経路はＮ１－Ｎ３－Ｎ５となり、かかる経路の所要時間は「１２」となる。車
Ｂの経路は、Ｎ２－Ｎ４－Ｎ５となり、かかる経路の所要時間は「１３」となる。
【００６４】
　同様に、パターン２は、「車Ａは人Ｄを迎えに行き、車Ｂは人Ｃを迎えに行く」という
パターンである。車Ａの経路はＮ１－Ｎ４－Ｎ５となり、かかる経路の所要時間は「１６
」となる。車Ｂの経路は、Ｎ２－Ｎ３－Ｎ５となり、かかる経路の所要時間は「１７」と
なる。
【００６５】
　探索条件１１０を考慮した場合、探索されうるパターンは、上述した２パターンである
が、本発明では、各移動体が、個別・同乗移動体のいずれかの形態で目的地に到着した時
点で探索を終了することとしているため、最短経路であるパターン１が最初に探索され処
理を終了する。全ての経路を探索し、どの経路を使用するかをユーザに選択させることと
しても良い。
【００６６】
　以上説明した変形例のように、予め探索条件を設定することにより、探索対象となる移
動体の数を抑制することができ、探索効率を向上することができる。複数の移動体で同時
に経路探索を行う場合、移動体の数が増加するに伴い、探索パターンが増加し、処理効率
が低下するため、本変形例のように、同乗移動体を生成するパターンが多くなると考えら
れる場合には特に有用である。また、経路探索装置１００は、種々の探索条件に基づき、
柔軟な経路探索を行うことができるため、利便性の向上を図ることができる。
【００６７】
Ｂ２．変形例２：
　また、上述の実施例および変形例に付加的な機能を備えることとしてもよい。例えば、
荷物を考慮した経路探索を行うこととしてもよい。すなわち、人Ｇが別の地点に荷物を置
いている場合に、かかる荷物を移動速度「０」の移動体として経路を探索する。荷物には
、属性情報として所有者である人Ｇを設定しておき、人Ｇが乗車した車が、荷物の地点を
通過するように経路探索を行うこととしても良い。かかる場合に、荷物を載せた移動体を
生成する条件として、荷物の地点を通過する移動体に、人Ｇが同乗していること、すなわ
ち、人Ｇと荷物という特定の組合せが満たされるときだけ、同乗移動体を生成することと
すれば、人Ｇ以外の人が同乗した車がかる地点を通過しても、新規に候補ラベルを生成す
ることがないため、探索効率を向上することができる。
【００６８】
Ｂ３．変形例３：
　また、探索結果から、各移動体の待ち合わせ場所までの所要時間が求まるため、各移動
体の出発時刻を報知することとしてもよい。また、待ち合わせ場所の待ちやすさの状態や
車の駐車のしやすさ、天候などを考慮して出発時刻を報知することとしてもよい。「待ち
やすさの状態」とは、例えば、駅のロータリーや道路沿いなどの場合には、車は長時間、
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駐停車していられない、等が挙げられる。かかる場合には、待ち合わせ場所に、必ず待ち
人が先に到着しているように、人の出発時刻を算出することが好ましい。また、「天候な
どを考慮」とは、雨天時などの悪天候の場合には、待ち合わせ場所に車が先に到着してい
るように出発時刻を算出することなどが挙げられる。
【００６９】
Ｂ４．変形例４：
　また、経路探索装置１００の移動体管理部１０７に、予め、同乗移動体生成時に、移動
速度の遅い移動体を削除する機能を備えることとしてもよい。例えば、人と車の２つの移
動体から同乗移動体を生成する場合には、移動速度の遅い人を削除することとしてもよい
。こうすれば、同一ノード通過後、同一の経路を通過する際に、明らかに到着時刻が遅く
なる移動速度の遅い移動体の経路探索を省略することができ利便性が向上する。
【００７０】
　以上、本発明の種々の実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定され
ることなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で種々の構成を取ることができることは言うま
でもない。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】実施例におけるシステム概要を例示する説明図である。
【図２】実施例における経路探索装置の機能ブロックを例示する説明図である。
【図３】本実施例における経路探索処理を説明するフローチャートである。
【図４】本実施例における経路探索処理詳細を説明するフローチャートである。
【図５】本実施例におけるラベル生成処理を模式的に説明する説明図である。
【図６】本実施例におけるラベル生成処理を模式的に説明する説明図である。
【図７】本実施例における経路探索結果通知処理を説明するフローチャートである。
【図８】本変形例における探索条件を例示する説明図である。
【図９】本変形例における電子地図データを示す説明図である。
【図１０】本変形例における経路探索結果を例示する説明図である。
【符号の説明】
【００７２】
　　１０００...経路探索システム
　　１０...ナビゲーションシステム
　　１００...経路探索装置
　　１０１...主制御部
　　１０２...地図ＤＢ
　　１０３...地図データ参照部
　　１０４...通信部
　　１０５...経路決定部
　　１０６...経路探索部
　　１０７...移動体管理部
　　１０８...探索条件格納部
　　１０９...同乗移動体生成条件
　　１１０...探索条件
　　２００...模式図
　　２１０...電子地図データ
　　２５０...経路探索表
　　３０３～３１４...ラベル
　　３００ａ...識別子
　　３００ｂ...同乗移動体識別子
　　３００ｃ...所要時間
　　４００，４０１,４０３...一点鎖線



(12) JP 4583747 B2 2010.11.17

　　５００...破線
　　６００...電子地図データ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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